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 を算定している場合は、算定しない。 

   栄養マネジメント加算 12単位 

   注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県

知事に届け出た指定介護療養型医療施設について、１日につ

き所定単位数を加算する。 

    イ 常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。 

    ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養

士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入院患者ごとの摂食機能を考慮し、食形態にも着目し

た栄養ケア計画を作成していること。 

    ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行ってい

るとともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録している

こと。 

    ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価

し、必要に応じて当該計画を見直していること。 

    ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養

型医療施設であること。 

   経口移行加算 28単位 

   注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養

型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄

養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経

口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従

い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口に

よる食事の摂取を進めるための栄養管理を行ったとき（経

口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能 

     障害を有し、誤
えん

嚥が認められるものについて、継続して経

口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とさ

れる場合として別に厚生労働大臣が定める場合を含む。）

は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期

間に限り、１日につき所定単位数を加算する。 

    ２ 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口

による食事の摂取を進めるための栄養管理が当該計画が作

成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場

合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であ

って、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂

取を進めるための栄養管理が必要とされるもの（経口によ

り食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を 

     有し、誤
えん

嚥が認められるものについて、継続して経口によ

る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされる場

合として別に厚生労働大臣が定める場合を含む。）に対し

ては、引き続き当該加算を算定できるものとする。 

   療養食加算 23単位 

   注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県

知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護療

養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供し

たときは、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この

場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定し

ない。 

    イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されて

いること。 

    ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び

内容の食事の提供が行われていること。 

    ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す

る指定介護療養型医療施設において行われていること。 

   特定診療費 

    入院患者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な

医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合

に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を

算定する。 

    指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 

 

    指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 


